
九州地方整備局ＨＰの契約書様式（「工事請負契約書（WTO以外・単価合意方式）」・

「工事請負契約書（WTO以外）」ファイルのうち、（　標準　）を出力し、下記要領に

より作成してください。　

・契約保証金の納付

・有価証券等

・銀行又は金融機関等の保証

　　　（西日本建設業保証も含む）

・公共工事履行保証証券

・履行保証保険契約

・契約保証金と契約保証金 金額を記入し併せて「一部免除」と記載

　に代わる保証を組み合わせる場合

　　（１）の証書等作成日を契約年月日とする。又、工期は契約年月日の翌日からとし、

　　保証期間を満たすものとする。

※ 対象工事の場合

　　　リサイクルに関する＜別紙＞は最終ページ（技術提案資料がある場合はその前）

　　　に貼付し、各自契印する。

　　　＜別紙＞は、貴社提出の説明書を当局が内容確認後、作成して下さい。

※ 対象工事でない場合

　　　６　解体工事に要する費用等　　別紙のとおり

　　を削除し、上段余白に　１８字削除　とし各自押印する。

　　「本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名～」

　　３通又は４通と記載する。（３は２社ＪＶ、４は３社ＪＶの場合）

工事請負契約書作成要領（国債以外・出来高部分払以外）

（１）契約保証金の欄の記入

「免除」と記入

 金額を記入

（４）ＪＶの場合

（２）契約年月日及び工期

（３）リサイクル法について



（５）住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する必要がある場合

※　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66号）第２条

第４項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加

入する場合は、「７　解体工事に要する費用等」の次に下記の項目を記載する。

なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、

共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければな

らない。

８　住宅建設瑕疵担保責任保険 （１）保険法人の名称

（２）保険金額

（３）保険期間

※　総価契約単価合意方式の対象でない工事で、下記の①又は②に該当する場合は、

第３条第１項中「請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び」

と同条第２項中　「内訳書及び」

の字句を削除し、上段余白に　第３条２７字削除　とし各自押印する。

　①官庁営繕工事以外の場合

　　　請負代金額１億円未満又は工期６ヶ月以下の工期の場合

　　　又は、河川及び道路の維持工事の場合

　②官庁営繕工事の場合

　　　一般競争又は公募型指名競争以外の入札方式に付した工事（設備工事にあっては、

　　一般競争以外の入札方式に付した工事）

（６）第３条について



複数の契約保証を組み合わせる場合は、第４条第２項を下記の文言へと変更する。

※ すべての契約者

　　専門技術者を必要としない場合は、第１０条第１項第三号を削除する。

　　　（例）　　　　三　専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。

　　　　　　　　　　　　以下同じ。）

　　　　　上段余白に、　第１０条第１項第三号削除　とし各自押印する。

※ 契約者が単体の場合

　（Ａ）契約金額が、2,500万円(建築一式工事は5,000万円)未満の場合

　　　　　第１０条第１項第二号（Ａ）中「専任の」と（Ｂ）を削除する。

　　　（例）　　　　一　現場代理人

　　　　　　　　　　二　（Ａ）専任の主任技術者

　　　　　　　　　　　　（Ｂ）監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者

　　　　　上段余白に、　第１０条第１項第二号（Ａ）３字削除

　　　　　　　　　　　　第１０条第１項第二号（Ｂ）削除　　　とし各自押印する。

　（Ｂ）契約金額が、2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上、下請契約金額の合計が

　　　　3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合

　　　　　第１０条第１項第二号（Ｂ）を削除する。

　　　（例）　　　　一　現場代理人

　　　　　　　　　　二　（Ａ）専任の主任技術者

　　　　　　　　　　　　（Ｂ）監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者

　　　　　上段余白に、　第１０条第１項第二号（Ｂ）削除　とし各自押印する。

　（Ｃ）契約金額が、2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上、下請契約金額の合計が

　　　　3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合

（８）第１０条について

（７）第４条について

２　前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（以下この項及
び第４項において「保証の額」という。）は、請負代金額の１０分の１以上と
しなければならない。ただし、前項に掲げる契約保証金又は契約保証金に代わ
る担保若しくは保証を二以上組み合わせる場合にあっては、それぞれの保証の
額の合計が、請負代金額の１０分の１以上となるようにしなければならない。



　　　　　第１０条第１項第二号（Ａ）を削除する。

　　　（例）　　　　一　現場代理人

　　　　　　　　　　二　（Ａ）専任の主任技術者

　　　　　　　　　　　　（Ｂ）監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者

　　　　　上段余白に、　第１０条第１項第二号（Ａ）削除　とし各自押印する。

※ 契約者が経常ＪＶの場合

　（Ａ）下請契約金額の合計が、3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合

　　　　　第１０条第１項第二号（Ｂ）を削除する。

　　　（例）　　　　一　現場代理人

　　　　　　　　　　二　（Ａ）専任の主任技術者

　　　　　　　　　　　　（Ｂ）監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者

　　　　　上段余白に、　第１０条第１項第二号（Ｂ）削除　とし各自押印する。

　（Ｂ）上記（Ａ）以外の場合

　　　　　第１０条第１項第一号及び第二号の削除事項はありません。

※ 契約者が特定ＪＶの場合

　　　　　第１０条第１項第一号及び第二号の削除事項はありません。

　　契約後ＶＥ対象工事の場合は、第１９条の２を追加する。

　　別紙１を切り取り、契約書の第１９条の上より貼付し（下の第２０条は見られるよう

　に）、境目を各自契印する。

（９）第１９条について

（設計図書の変更）
第19条　発注者は、前条第４項の規定によるはか、必要があると認めるときは、設計図書の変
更内
　容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、
必要
　があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした
とき
　は必要な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）
第20条　工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべ
り、

のり付けし、貼付

（設計図書の変更）
第19条　発注者は、前条第４項の規定によるはか、必要があると認めるときは、設計図書の変
更内
　容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、
必要
　があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした
とき
　は必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更に係る受注者の提案）
第19条の２　受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下
させ

（谷折り）

契印



※ 中間前払金を選択した場合

　　第３７条第１項中、「この請求は、工期中　　回を超えることができない。」の

　　空欄に「０」(ｾﾞﾛ)を記載する。

※ 部分払を選択した場合

　　（１）第３４条第３項及び第４項を削除し、上段余白に　第３４条第３項及び第

　　　　　４項削除　とし各自押印する。

　　（２）第３７条第１項中、「この請求は、工期中　　回を超えることができない。

　　　　　」の空欄には、一般競争については入札説明書で、指名競争については指

　　　　　名通知書で指示した回数を記載する。

　　国庫債務負担行為（国債）に係る契約ではないので、削除し、上段余白に

　　第３９条、第４０条及び第４１条削除　とし各自押印する。

　　第４４条第２項中、「引渡しを受けた日から　年以内に」の空欄には、電気及び

　　通信施設の建設工事の場合には「１」を、その他の場合には「２」を記載する。

　　維持工事等の場合には例外もありますので、契約担当者に確認願います。

　　国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合は、「中央」と記載し、都道府

　　県の知事の許可を受けたものである場合は、「○○県」（例：福岡県）と記載す

　　る。

（10）中間前払金及び部分払の選択について

（11）第３９条～第４１条について

（12）第４４条について

（13）第５２条（Ｂ）について



　　入札時に提案値入札書を投函する方式の場合は、第５６条を追加する。

　　別紙１を切り取り、契約書の第５５条の上より貼付し、境目を各自契印する。

　　入札時に提出した「提案値入札書」の下記部分を出力し、右上に「別表」と記載した上

　　契約書の最終ページに綴じ込み、袋とじする。（袋とじには、契印が必要です。）

　※　リサイクルに関する＜別紙＞がある場合は、

　　　リサイクルに関する＜別紙＞→入札時に提出した施工計画の順に袋とじする。

（14）第５５条について

Ａ４で契約書に綴じ込む

社会的要請に関する事項（総合評価項目）に係る提案は下表の通り （別　表）

考査項目 評価項目 提案内容 具体的な記述 備考

総合評価
項目

社会的要請に関
する事項

①環境の維持
隣接する工場に対す
る環境対策

……………… ………………

②交通の確保 ……………… ………………

③特別な安全対策
第三者への特別な
安全対策

……………… ………………

④省資源対策又はリ
サイクル対策

省資源対策、リサイ
クル対策

……………… ………………

交通への影響
道路交通への影響軽減の
ための施工手順、施工工
程　　　　　　　　　　　　　工
事用道路出入り口等での
交通確保

又は

（補則）
第55条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

のり付けし、貼付

（受注者の提案した総合評価項目に係る事項）
第55条　受注者が提案した別表に掲げる事項について、受注者の責により履行できなかっ
  た場合は、技術提案全体の再評価を行い、当初契約時に取得した加算点との差額分に相
  当する額を違約金として次の式により算定し徴収するものとする。ただし、違約金は、
  当初契約金額の１０％を限度とする。また、工事成績の評定において評点を減ずるもの
　とする。
　　なお、下記算式中の施工後の評価点とは技術提案書の再評価を行い、決定した評価点
  とする。
 
　 （違約金算出式）

       違約金＝当初契約額×（１－施工後の評価点／当初契約時の評価点）

（補則）
第56条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し
　　　　て定める。

契印



（別紙１）

（設計図書の変更）

第19条　発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内

　容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要

　があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたとき

　は必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更に係る受注者の提案）

第19条の２　受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させ

　ることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注

　者に提案することができる。

２　発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適

　正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。

３　発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるとき

　は、請負代金額を変更しなければならない。

（受注者の提案した総合評価項目に係る事項）

第55条　受注者が提案した別表に掲げる事項について、受注者の責により履行できなかった場合は、

  技術提案全体の再評価を行い、当初契約時に取得した加算点との差額分に相当する額を違約金と

  して次の式により算定し徴収するものとする。ただし、違約金は、当初契約金額の１０％を限度

  とする。また、工事成績の評定において評点を減ずるものとする。

  　なお、下記算式中の施工後の評価点とは技術提案書の再評価を行い、決定した評価点とする。

  

    （違約金算出式）

        違約金＝当初契約額×（１－施工後の評価点／当初契約時の評価点）

（補則）

第56条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定

　める。


